
令和 ５年 第 １ ０ 回

仙北市農業委員会総会議事録

令和 ５ 年 １ ０ 月 １ １ 日 (水 )開 催

仙 北 市 農 業 委 員 会

令和 ５ 年 第 １ ０ 回仙北市農業委員会総会議事録

１ ． 開 催 日時 令和 ５ 年 10月 11日 （ 水 ） 午 前 9時 ～

２ ． 開 催場所 仙北市役所角館庁舎 １ 階 １ ０ １ ・ １ ０ ２ 会議室

３ ． 出 席農業委員 (１ ４ 人 )

１ 番 佐 藤 和 ２番 佐 藤 孝 典

３ 番 草 彅 良 孝 ４番 鈴 木 八寿男

５ 番 小 玉 均 ６番 佐 藤 一 也

７ 番 大 石 知 ８番 小田嶋 比左子

９ 番 千 葉 智 永 １ ０ 番 藤 村 紀 章

１ １ 番 青 柳 良 信 １ ２ 番 門 脇 博 美

１ ４ 番 髙 橋 政 敏 １ ７ 番 藤 村 隆 清

４ ． 欠 席委員 （ ３ 名 ）

１ ３ 番 齋 藤 瑠璃子 １ ５ 番 荒木田 浩 生

１ ６ 番 眞 崎 純 孝

５ ． 議 事日程

第 １ 開 会宣言

第 ２ 会長挨拶

第 ３ 議 事録 署 名 員並 び に会 議 書記 の 指 名

第 ４ 会務諸報告

第 ５ １ ． 報 告

（ １ ） 農 地 法 第 ３ 条 の ３ 第 １ 項 （ 相 続 等 に よ る 取 得 ） の 規 定 に よ る 届 出

について

（ ２ ） 農 地 の転用事実に関する回答書について



２ ． 議 事

（ １ ） 議 案 第 55号

農地法第 ３条の規定による許可申請について

（ ２ ） 議 案 第 56号

農地法第 ５ 条の規定による許可申請について

（ 3） 議 案第 57号

農用地の買入協議に係る要請

（ ４ ） 議 案 第 ５ ８ 号

農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 に基 づ く 農 用 地 利用 集 積 計 画の 承 認 に つ

いて

（ ５ ） そ の 他

第 ６ 閉会

６ ． 事 務局職員

局 長 阿 部 聡 参 事 樫 尾 健

主 査 竹 下 義 博 主 事 浅 利 天 夢

７ ． 書 記

主 事 浅 利 天 夢

８ ． 議 事録署名員

１ 番 佐 藤 和 ２番 佐 藤 孝 典

９ ． 会 議の概要

会 長 これよ り第 １ ０ 回 仙北市農業委員会総会を開催致し ま す 。

会 長 《 会 長挨拶 》

議 長 本 日 の 出 席 委 員 は １ ４ 名 、 欠 席 委 員 は ３ 名 で す 。 よ っ て 本 委 員 会 は 定 足 数

に達 してお りま す 。 こ れ よ り本日の会議を開きます 。 （ ９ 時 ）

議 長 議 事 録 署 名 員 並 び に 会 議 書 記 の 指 名 を こ ち ら か ら し て も よ ろ し い で し ょ

う か 。

『 異 議無 し 』 の声 あ り

議 長 異 議 無 し と 認 め ま す 。 そ れ で は 議 事 録 署 名 員 に １ 番 佐 藤 和 委 員 、 ２ 番 佐 藤

孝典委員を指名 し ます 。 会 議書記は浅利主事を指名 し ます 。

議 長 本 日 の 会 議 の 日 程 に つ き ま し て は 、 お 手 元 に 配 布 し て い る 議 事 日 程 に 従

い進行致 し ま す 。 ご 異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の 声あ り

議 長 異議無 し と認めます 。 そ れ では日程 ４会務諸報告をお願い し ま す 。

阿 部局長 《 会 務諸報告の朗読及び内容説明 》 （ 9時 2分 ）

議 長 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 そ れ で は 日 程 ５ 報 告 に 入 り ま す 。 事 務 局 よ り お

願い致 し ま す 。

阿 部 局 長 《 （ １ ） 農 地 法 第 ３ 条 の ３ 第 １ 項 （ 相 続 等 に よ る 取 得 ） に よ る 届 出 に つ い て 》

樫 尾参事 《 （ ２ ） 農 地 の転用事実に関す る回答書について 》

議 長 た だ い ま 説 明 が あ り ま し た が 、 報 告 事 項 で す の で 質 問 事 項 は ご 容 赦 願 い

ます 。

議 長 そ れ で は 議 事 に 入 り ま す 。 議 案 第 ５ ５ 号 農地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る許 可 申

請についてを上程 し ます 。 事務局よ り 説明をお願い し ま す 。

樫 尾 参事 議案 第 ５ ５ 号 農地法第 ３ 条の 規定に よ る許 可申請 について 、 内 容の 説明を

致 し ま す 。

整 理 番 号 １ 番 、 農 地 の 所 在 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 ・ 畑 、 田

〇 〇 筆 、 畑 〇 〇 筆 、 合 計 〇 〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇㎡ 、 所 有 権 移 転 の 売 買案 件 と



樫 尾 参 事 な り ま す 。 譲 渡 人 は 〇 〇 在 住 の 〇 〇 さ ん 、 譲 受 人 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 の 〇 〇

さ ん で す 。 申 請 事 由 は 相 手 方 の 要 望 、 経 営 規 模 の 拡 大 と な り ま す 。 10aあ た

り〇〇円 、 総 額〇〇円とな ります 。

整 理 番号 ２ 番 、 農 地の所 在 は角 館町 〇〇 地 区 、 登 記簿 現況 共に畑 、 畑 〇〇

筆 、 面 積 〇 〇㎡ 、 所 有 権 移 転 の売 買 案 件と な り ま す 。 譲 渡人 は〇 〇県 〇 〇市

在 住 の 〇 〇 さ ん 、 譲 受 人 は 〇 〇 市 在 住 の 〇 〇 さ ん で す 。 申 請 事 由 は 相 手 方

の 要 望 、 経 営 規 模 の 拡 大 と な り ま す 。 10a当 た り 〇 〇 円 、 総 額 〇 〇 円 と な り

ます 。

整 理 番号 ３ 番 、 農 地の所 在 は角 館町 〇〇 地 区地 区 、 登 記簿 現況 共 に田 、 田

〇 〇 筆 、 面 積〇 〇 ㎡ 、 所 有 権 移転 の 売 買案 件 とな り ま す 。 譲 渡人 は角 館 町〇

〇地 区の〇 〇さん 、 譲 受人は 同 じ く 〇〇地区 の〇〇さんです 。 申 請事由は相

手 方 の 要 望 、 経 営 規 模 の 拡 大 と な り ま す 。 10a当 た り 〇 〇 円 、 総 額 〇 〇 円 と

な りま す 。 説 明は以上です 。

議 長 説 明 が 終 わ り ま し た 。 現 地 確 認 報 告 を お 願 い し ま す 。 整 理 番 号 １ 番 に つ い

ては 、 事務局よ りお願い し ま す 。

樫 尾参事 《 ３ 条 調書に基づき現地確認報告 》

議 長 整理番号 ２ 番について は 、 ２ 番佐藤孝典委員よ りお願い し ます 。

２ 番佐藤 《 ３ 条調書に基づき現地確認報告 》

議 長 次に整理番号 ３番 につ いては 、 ３ 番 草彅委員よ り お願い し ます 。

３ 番草彅 《 ３ 条調書に基づき現地確認報告 》

議 長 現地確認報告が終わ りま し た 。 ご 意見 、 ご 質問等ございませんか 。

『 無 し 』 の 声あ り

議 長 無いようですので 、 許可 する こ とにご異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の 声あ り

議 長 異 議 無 し と 認 め ま す 。 議 案 第 ５ ５ 号 農 地法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る許 可 申 請に

ついて 、 許可 する こ とに決定 し ま す 。 （ ９ 時 ９ 分 ）

議 長 次 に 議 案 第 ５ ６ 号 農 地 法 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に つ い て を 上 程 し

ます 。 事 務局よ り 説明をお願い し ます 。

樫 尾 参 事 そ れ で は 議 案 第 ５ ６ 号 農 地 法 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に つ い て の 内

容の説明を致 し ます 。

整 理 番 号 １ 番 、 農 地 の 所 在 は西 木 町 〇〇 地 区 、 登 記 簿現 況 共 に田 、 田 〇 〇

筆 、 面 積 〇 〇 ㎡ と な り ま す 。 賃 貸 人 は 西 木 町 〇 〇 地 区 の 被 相 続 人 〇 〇 相

続 人 代 表 者 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 〇 〇 県 〇 〇 市 の 株 式 会 社 〇 〇 代 表 取 締 役

〇 〇 で す 。 賃 貸 借 の一 時 転 用の 案 件 とな り ま す 。 転 用 目 的 は露 店 資 材 置場 、

施 設 等 に つ い て は 携 帯 電 話 中 継 基 地 局 拡 張 に 伴 う 工 事 仮 設 用 地 と な り ま

す 。 転 用理由 は 、 申 請 地隣接 の携帯電 話中継 基地局の 拡張に伴い 、 申 請地を

仮 設 資 材 置 場 及 び 駐 車 場 等 で 一 時 的 に 利 用 す る と の こ と で す 。 一 時 転 用 期

間 は 許 可 日 か ら 令 和 ○ ○ 年 〇 〇 月 〇 〇 日 ま で と な り ま す 。 内 容 の 説 明 は 以

上とな ります 。

議 長 説 明 が 終 わ り ま し た 。 こ こ で 現 地 確 認 報 告 を １ ２ 番 門 脇 委 員 よ り お 願 い し

ます 。

１ ２ 番 門脇 《 現 地確認報告 》

議 長 現地確認報告が終わ りま し た 。 ご 意見 、 ご 質問等ございませんか 。

『 無 し 』 の 声 あ り

議 長 無い よ う で すの で 、 こ の と お り 許 可 相当と す る こ と に ご異 議 ござい ませ ん

か 。

『 異 議無 し 』 の声 あ り



議 長 異 議 無 し と 認 め ま す 。 議 案第 ５ ６ 号 農 地 法第 ５ 条 の規 定 に よ る 許可 申 請 に

ついては 、 許 可相当 とする ことに決定 し ま す 。 （ ９ 時 １ 6分 ）

議 長 次に議 案第 ５ ７ 号 農用地 の買入 協議に係る要請 について を 上程 し ま す 。 事

務局よ り 説明をお願い し ます 。

竹 下 主 査 そ れ で は 議 案 第 ５ ７ 号 農 用 地 の 買 入 協 議 に 係 る 要 請 に つ い て を 内 容 の 説

明を致 し ます 。

整 理 番 号 １ 番 、 農 地 の 所 在 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に田 、 田 〇 〇

筆 、 合 計 面積 〇 〇 ㎡ 、 所 有権 を 移 転 す る 者は 〇 〇 在 住の 〇 〇 さ んで す 。 利 用

目 的 は 田 、 農 業 公 社 買 入 協 議 に係 る売 買 の 案 件 と な り ま す 。 な お 、 買 受 予 定

者 は 同 じ く 〇 〇地 区 の 農事 組 合 法 人〇 〇 、 同 じ く 〇 〇 地 区 の〇 〇さ んで す 。

説 明は以上にな りま す 。

議 長 説明が終わ りま し た 。 ご 意見ご質問等ございませんか 。

『 無 し 』 の 声あ り

議 長 無いようですので 、 こ の とお り承認する こと にご異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の 声あ り

議 長 異 議な し と 認め ま す 。 議 案 第 ５ ７ 号 農 用地の買 入協議 に係 る要 請に つい て

は 、 承 認する こ とに決定 し ま す 。 （ ９ 時 ２ ２ 分 ）

議 長 次 に 議 案 第 ５ ８ 号 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 に 基 づ く 農 用 地 利 用 集 積 計 画

の 承 認 に つい ての う ち 、 整 理 番 号 ５ 番 を 上 程 し ま す 。 利 害 関係 者 の 退 席を求

めます 。 １ １ 番 青柳委員 。

《 １ １ 番 青 柳委員 退席 》 （ ９ 時 ２ ３ 分 ）

議 長 そ れ で は 議 案 第 ５ ８ 号 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 に 基 づ く 農 用 地 利 用 集 積

議 長 計 画の 承 認 に つい ての う ち 、 整 理 番 号 ５ 番 に つ い て 、 事 務 局 よ り 説明 を お 願

い し ま す 。

竹 下主査 それでは整理番号 ５ 番 を説明致 し ま す 。

整 理 番 号 ５ 番 、 農 地 の 所 在 は 角 館 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 と も に 田 、 田 〇

〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 使 用 貸 借 の 新 規 案 件 と な り ま す 。 貸 付 人 は角 館 町 〇

〇 地 区 の 〇 〇 さ ん 、 借 受 人 は 同 じ く 〇 〇 地 区 の 合 同 会 社 〇 〇 で す 。 利 用 目

的は田 、 期間は〇〇年間とな り ます 。 説 明は以上です 。

議 長 説 明 が 終 わ り ま し た 。 こ こ で 現 地 確 認 報 告 を お 願 い し ま す 。 整 理 番 号 ５ 番

につ いては 、 ４ 番 鈴木委員よ り お願い し ます 。

４ 番鈴木 《 現 地確認報告 》

議 長 現地確認報告が終わ りま し た 。 ご 意見ご質問等ございませんか 。

『 無 し 』 の 声 あ り

議 長 無いようですので 、 こ のと お り策定す る ことに ご異議ございませんか 。

『 異 議無 し 』 の声 あ り

議 長 異議 な し と認 めま す 。 議 案第 ５ ８ 号 農 業経 営基 盤強 化促 進法に基づ く農 用

地 利 用 集 積 計 画 の 承 認 に つ い て の う ち 、 整 理 番 号 ５ 番 に つ い て は こ の 策 定

を適正と認め 、 承認 する こ とに決定 し ま す 。 （ ９ 時 ２ ８ 分 ）

議 長 利害関係者の復席を求めま す 。

《 １ １ 番 青 柳委員 復席 》 （ ９ 時 ２ ８ 分 ）

議 長 次 に 議 案 第 ５ ８ 号 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 に 基 づ く 農 用 地 利 用 集 積 計 画

の 承 認 に つい て の う ち 、 整 理 番 号 ９ 番 を 上 程 し ま す 。 利 害 関 係 者 と し て 私 が

退席 し ますので 、 議 長を １ ４ 番 髙橋代理にお願い し ます 。

《 １ ７ 番 藤 村委員 退席 》 （ ９ 時 ２ ９ 分 ）



１ ４ 番髙 橋 暫時議長を務めま す 。

臨 時 議 長 そ れ で は 議 案 第 ５ ８ 号 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 に 基 づ く 農 用 地 利 用 集 積

計 画 の 承認 に つい ての う ち 、 整 理番 号 ９ 番 に つ い て 、 事 務局 よ り 説 明を お 願

い し ます 。

竹 下主査 それでは整理番号 ９番 を説明致 し ます 。

整 理 番 号 ９ 番 、 農 地 の 所 在 は 西 木 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況と も に 田 、 田 〇

〇筆 、 合 計面積 〇〇㎡ 、 賃 貸人は 西木町 〇〇地 区の〇〇 さん 、 賃 借人は 同 じ

く ○ ○ 地 区 の 農 事 組 合 法 人 〇 〇 で す 。 利 用 目 的 は 田 、 期 間 は 〇 〇 年 間 、 １ ０

a当 た り 〇〇円 、 年額〇〇円とな りま す 。 説 明は以上です 。

議 長 説 明 が 終 わ り ま し た 。 こ こ で 現 地 確 認 報 告 を お 願 い し ま す 。 整 理 番 号 ９ 番

については 、 ６ 番佐藤委員よ りお願い し ま す 。

６ 番佐藤 《 現地確認報告 》

議 長 現地確認報告が終わ りま し た 。 ご 意見ご質問等ございませんか 。

『 無 し 』 の 声あ り

議 長 無いようですので 、 こ の とお り策定する こと にご異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の 声あ り

議 長 異 議な し と 認め ま す 。 議 案 第 ５ ８ 号 農 業 経営 基盤 強化 促進 法に基 づ く 農用

地 利 用 集 積 計 画 の 承 認 に つ い て の う ち 、 整 理 番 号 ９ 番 に つ い て は こ の 策 定

を適正と認め 、 承 認す る こと に決定 し ます 。 （ ９ 時 ３ ４ 分 ）

議 長 利害関係者の復席を求め 、 議 長を後退 し ま す 。

《 １ ７ 番藤 村委員 復席 》 （ ９ 時 34分 ）

議 長 そ れ で は 議 案 第 ５ ８ 号 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 に 基 づ く 農 用 地 利 用 集 積

計画の 承認に ついての う ち 、 整 理番号 ５ 番及び ９ 番 を 除いて一括 上程 し ま

議 長 す 。 事 務局よ り説明をお願い し ます 。

竹 下 主 査 そ れ で は 議 案 第 ５ ８ 号 整 理 番 号 ５ 番 及 び ９ 番 を 除 き 、 内 容 を 説 明 致 し ま

す 。

竹 下 主 査 整 理 番号 １ 番 、 農 地 の所 在 は 角館 町 〇 〇 地区 、 登 記 簿 原 野現 況 田 、 田 〇 〇

筆 、 面 積〇 〇㎡ 、 譲 渡人は角 館町〇 〇地区 の〇〇さ ん 、 譲 受人は角館 町〇〇

地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。 所 有 権 移 転 の 売 買 案 件 と な り ま す 。 利 用 目 的 は 田 、 １

０ a当 た り〇〇円 、 総 額〇〇円とな り ます 。

整 理 番 号 ２ 番 、 農 地 の 所 在 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 と も に 田 、 田 〇

〇 筆 、 合 計 面積〇 〇㎡ 、 譲 渡 人は田 沢湖〇 〇地区の〇〇 さん 、 譲 受人 は田沢

湖 〇 〇 地 区 の 株 式 会 社 〇 〇 で す 。 所 有 権 移 転 の 売 買 案 件 と な り ま す 。 利 用

目的は田 、 １ ０ a当 た り〇〇円 ・ 〇〇円 、 総 額〇〇円とな ります 。

整 理 番 号 ３ 番 、 農 地 の 所 在 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 と も に 田 ・ 畑 、

田 〇 〇 筆 、 畑 〇 〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 譲 渡 人 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ

ん 、 譲 受 人 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。 所 有 権 移 転 の 売 買 案 件 と な

ります 。 利 用目的は田 、 10a当 た り 〇〇円 、 総額〇〇円とな りま す 。

整 理 番 号 ４ 番 、 農 地 の 所 在 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 牧 場 、 現 況 畑 、 畑 〇

〇筆 、 面 積〇〇 ㎡の う ち〇〇㎡ 、 賃 貸人 は秋田 県知事 佐竹敬 久 、 賃 借人 は

角 館町〇 〇地区 の〇〇 さんで す 。 賃 貸借の新規案件とな り ま す 。 利 用目的は

畑 、 期 間は〇〇年〇〇カ月 、 １ ０ a当 た り〇〇円 、 年 額〇〇円となり ます 。

整 理 番 号 ６ 番 、 農 地 の 所 在 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 と も に 田 、 田 〇

〇 筆 、 合 計面 積 〇〇 ㎡ 、 賃 貸人 は田沢 湖〇〇地 区の〇 〇さ ん 、 賃 借人 は同 じ

く 〇 〇 地区 の 〇 〇さ んで す 。 賃 貸 借 の新 規 案件 、 利 用目 的は 田 、 期 間 は〇 〇

年間 、 １ ０ a当 た り 〇〇円 、 年額〇〇円とな りま す 。

整 理 番 号 ７ 番 、 農 地 の 所 在 は 角 館 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 と も に 田 、 田 〇



〇筆 、 合 計面積 〇〇㎡ 、 賃 貸人は 角館町〇〇地 区の相続人代表者〇〇さ ん 、

賃 借 人 は同 じ く 〇〇 地 区 の〇 〇 で す 。 賃 貸 借の 新 規案 件 、 利 用 目的 は田 、 期

間は〇〇年間 、 １ ０ a当 た り 米〇〇俵 、 年 額米〇〇俵とな り ます 。

竹 下 主 査 整 理 番 号 ８ 番 、 農 地 の 所 在は 角 館 町 〇〇 地 区 、 登 記 簿現 況 と も に 田 、 田 〇

〇 筆 、 面 積 〇〇 ㎡ 、 貸 付 人 は 角館 町 〇 〇地 区 の 〇 〇さ ん 、 借 受人 は同 じ く 〇

〇地 区の〇 〇さ ん 、 使 用貸 借の新 規案件 、 利 用目的 は田 、 期 間は〇〇 年間と

な りま す 。

整 理 番 号 １ ０ 番 、 農 地 の 所 在 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 と も に 田 ・

畑 、 田 〇 〇 筆 、 畑 〇 〇 筆 、 合 計 面積 〇 〇 ㎡ 、 貸 付人 は 田 沢 湖〇 〇 地 区の 〇 〇

さ ん 、 借 受 人 は 同 じ く 〇 〇 地区 の 〇 〇さ ん 、 使 用 貸 借の 新 規 案 件 、 利 用 目 的

は畑 、 期間は〇〇年間とな りま す 。

整 理 番 号 １ ０ 番 か ら １ ２ 番 に つ き ま し て は 再 設 定 の 案 件 で す の で 説 明 は 割

愛 さ せ て 頂 き ま す 。 整 理 番 号 １ ３ 番 か ら 8７ 番 ま で は 農 地 中 間 管 理 機 構 に よ

る 一 括 方 式 の 貸 借 と な り ま す 。 こ ち ら に つ き ま し て は ９ 月 ２ ６ 日 開 催 の 農 用

地利用調 整会議 において承認 頂き ま した 案件 とな り ま すので 、 こ ち ら も 説明

は割愛させて頂きま す 。 説 明は以上となり ます 。

議 長 説 明 が 終 わ り ま し た 。 こ こ で 現 地 確 認 報 告 を お 願 い し ま す 。 整 理 番 号 １ 番

については 、 １ １ 番 青 柳委員よ り お願い し ま す 。

１ １ 番 青 柳 《 現 地確認報告 》

議 長 次 に 整 理 番 号 ２ 番 及 び ４ 番 に つ い て は 、 ９ 番 千 葉 委 員 よ り お 願 い し ま す 。

９ 番千葉 《 現地確認報告 》

議 長 次に整理番号 ３ 番及び ６ 番 に ついて は 、 １ ４ 番 髙橋代理よ り お願い し ま す 。

14番髙橋 《 現地確認報告 》

議 長 次 に 整 理 番 号 ７ 番 及 び ８ 番 に つ い て は 、 ５ 番 小 玉 委 員 よ り お 願 い し ま す 。

５ 番小玉 《 現地確認報告 》

議 長 整 理 番 号 １ ０ 番 か ら １ ２ 番 に つ い て は 再 設 定 案 件 、 整 理 番 号 １ ３ 番 か ら ８ ７

番 に つ き ま し て は 〇 〇 地 区 圃 場 整 備 事 業 に 係 る 農 地 中 間 管 理 機 構案 件 とな

りますので 、 現 地確認報告は省略 し ます 。

議 長 現地確認報告が終わ りま し た 。 ご 意見ご質問等ございませんか 。

『 無 し 』 の 声 あ り

議 長 無いようですので 、 こ のと お り策定す る ことに ご異議ございませんか 。

『 異 議無 し 』 の声 あ り

議 長 異議 な し と認 めま す 。 議 案第 ５ ８ 号 農 業経 営基 盤強 化促 進法に基づ く農 用

地 利 用 集 積 計 画 の 承 認 に つ い て の う ち 、 整 理 番 号 ５ 番 及 び ９ 番 を 除 い て こ

の策定を適正と認め 、 承認 する こと に決定 し ま す 。 （ ９ 時 51分 ）

議 長 予 定 議 案 が 終 了 し ま し た 。 次 に 協 議 ・ 連 絡 事 項 に 入 り ま す 。 事 務 局 よ り 説

明をお願い し ま す 。

樫 尾 参 事 協 議 事 項 （ １ ） 令 和 ５ 年 度 秋 田県 農 業 委 員 会 大 会 の 提 出 議 案 （ 第 ２ 次 議

案 ） に ついて

（ ２ ） 令 和 ６ 年 度 関 係 行 政 機 関 に 対 す る 意 見 書 作 成 に 対 す る

要望の提出について

（ ３ ） 令 和 ５ 年度仙北市産業祭での取 り組みについて

（ ４ ） 令 和 ５ 年度畑地化促進事業について

阿部局長 連絡事項 （ １ ） 今 後の日程について

＊ １ ０ 月 ２ ５ 日 （ 火 ） 午 前 ９ 時

農用地利用調整会議

仙北市役所角館庁舎 101.102会 議室



＊ １ １ 月 ４ 日 （ 土 ） 午 後 １ 時

令和 ５ 年度秋田県農業委員会大会

潟上市かた り あ ん 「 多目的ホー ル 」

＊ １ １ 月 １ 0日 （ 金 ） 午 前 ９ 時

第 １ １ 回農業委員会総会

仙北市役所角館庁舎 101・ 102会 議室

議 長 こ れ で 令 和 ５ 年 第 １ ０ 回 仙 北 市 農 業 委 員 会 総 会 を 閉 会 致 し ま す 。 お 疲 れ 様

で した 。 （ １ ０ 時 ３ ３ 分 ）

上 記の とお り会議の顛末を記載 し 、 相違 ない ことを認め 、 署 名する 。

令 和 ５ 年 １ ０ 月 １ １ 日

議 長

署 名 員 １ 番

署 名 員 ２番


